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住
所
（
又
は

納
税
通
知
書

送
達
先
）
及
び

電
話
番
号
を

正
確
に
記
載

し
、フ
リ
ガ
ナ
を

付
し
て
く
だ
さ

い
。

　
氏
名
を
記
載

し
、フ
リ
ガ
ナ
を
付
し

て
く
だ
さ
い
。
変
更

が
あ
れ
ば
修
正
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
有
者

が
法
人
の
場
合

は
、
そ
の
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
　
屋
号
が
あ
れ
ば

記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

　
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
ん
で

く
だ
さ
い
。

　
茨
木
市
内
で
事
業
を
開
始
し
た

年
月
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
個
人
の
方
は
1
2
桁
の
個
人
番
号
を
、
法
人
に
あ
っ
て

は
1
3
桁
の
法
人
番
号
を
右
詰
め
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
を
提
出
す
る
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
事
業
の
種
目
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
例
え

ば
、
電
子
部
品
製
造
業
、
理
容
業
等
）。

　
ま
た
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
又
は
出
資
金
等
の

金
額
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
茨
木
市
内
に
あ
る
事
業
所
等

資
産
の
所
在
地
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、２
つ
以
上
資
産
の
所

在
地
が
あ
る
場
合
に
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
所
在
地
を
記
載
し
、そ
の
主

た
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
。

　
借
用（
リ
ー
ス
・
レ
ン
タ
ル
）資
産

の
有
無
に
つ
い
て
該
当
す
る
項

目
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
借
用
資
産
が
あ
る
場
合

に
は
、そ
の
資
産
名
及
び
貸
主
の

名
称
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
事
業
所
用
家
屋
の
所
有
区
分

に
つ
い
て
該
当
す
る
項
目
を
○
で

囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
前
年
前
に
償

却
資
産
申
告
書
を

提
出
さ
れ
た
方
は
、

こ
の
欄
に
令
和
6

年
１
月
１
日
現
在

の
資
産
全
部
の

取
得
価
額
を
記
載

し
て
い
ま
す
。
新
た

に
償
却
資
産
申

告
書
を
提
出
さ
れ

る
方
は
、「
種
類
別

明
細
書
（
増
加
資

産
・
全
資
産
用
）
」

に
記
入
し
た
資
産

の
種
類
ご
と
の
合

計
額
を
求
め
、
該

当
欄
に
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

　
次
の
よ
う
な
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

・
資
産
の
な
い
方
は
、「
該
当
資
産
な
し
」

・
前
年
中
、
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合
は
、「
増
減
な
し
」

・
前
年
中
に
廃
業
し
た
場
合
は
、そ
の
年
月
日
、
転
出
し
た
場
合
は
、そ
の
年
月
日
及
び
転
出
先

・「
短
縮
耐
用
年
数
承
認
書
の
写
」
、「
増
加
償
却
の
届
出
書
の
写
」
等
、
添
付
し
た
書
類
の
名
称

・
非
課
税
に
該
当
す
る
資
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
、そ
の
適
用
条
項

・
前
年
度
中
に
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
等
、
異
動
が
あ
っ
た
場
合
の
異
動
年
月
日
及
び
旧

住
所
、
旧
氏
名
又
は
旧
名
称
等
の
参
考
と
な
る
事
項

・
納
税
管
理
人
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、そ
の
者
の
住
所
、
氏
名

・
そ
の
他
、こ
の
申
告
に
必
要
な
事
項
及
び
償
却
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

　
前
年
中
に
減
少
し
た
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
を
資
産
の
種

類
別
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
前
年
中
に
取
得
し
た
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
を
資
産
の
種
類

別
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

［
（
イ
）前
年
前
に
取
得
し
た
も
の
］　
－
　［
（
ロ
）前
年
中
に
減
少
し
た
も
の
］　
＋

［
（
ハ
）前
年
中
に
取
得
し
た
も
の
］に
よ
っ
て
算
出
し
た
、
取
得
合
計
額
を
資
産

の
種
類
別
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

８
 申

告
書

の
記

載
例

（
１

）
 償

 却
 資

 産
 申

 告
 書

 の
 書

 き
 方

　
記
載
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
電
算
処
理
に
よ
り
全
資
産
申
告
を

行
う
事
業
所
は
記
載
を
必
要
と
し
ま
す
。

　
経
理
を
委
託
し
て
い
る
税
理
士
等
の
氏

名
及
び
電
話
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
申
告
に
つ
い
て
応
答
さ
れ
る
方
の
係
名
、

氏
名
及
び
電
話
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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「
１

.構
築

物
」
、

「
２

.機
械

及
び

装
置

」
、

「
５

.車
両

及
び

運
搬

具
」
、

「
６

.工
具

、
器

具
及

び
備

品
」
の

資
産

の
種

類
に

対
応

す
る

１
か

ら
６

ま
で

の
数

字
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

記
載

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。

同
封

の
「

償
却

資
産

申
告

書
」
の

右
上

と
同

様
の

所
有

者
コ

ー
ド

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

申
告

の
年

度
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
資

産
を

実
際

に
取

得
し

た
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、
年

号
に

つ
い

て
は

、
令

和
→

５
、

平
成

→
４

、
昭

和
→

３
、
大

正
→

２
、
明

治
→

１
と

し
、そ

れ
ぞ

れ
の

年
号

に
対

応
す

る
数

字
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
減

価
償

却
資

産
の

耐
用

年
数

等
に

関
す

る
省

令
別

表
第

１
か

ら
別

表
第

６
ま

で（
別

表
第

３
及

び
第

４
を

除
く

）に
掲

げ
る

耐
用

年
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
な

お
、
中

古
資

産
に

つ
い

て
、
見

積
耐

用
年

数
に

よ
っ

て
い

る
場

合
は

、そ
の

耐
用

年
数

を
、
国

税
局

長
の

承
認

を
得

て
短

縮
耐

用
年

数
に

よ
っ

て
い

る
場

合
は

、そ
の

耐
用

年
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
平

成
２

０
年

度
の

税
制

改
正

で
、
資

産
区

分
の

見
直

し
、
耐

用
年

数
の

変
更

が
行

わ
れ

ま
し

た
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
 

　
記

載
の

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
　

た
だ

し
、
電

算
処

理
に

よ
り

全
資

産
申

告
を

行
う

事
業

所
は

記
載

を
必

要
と

し
ま

す
。

　
資

産
が

増
加

し
た

こ
と

に
つ

い
て

、
該

当

す
る

増
加

事
由

の
番

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

「
１

.新
品

取
得

」
、「

２
.中

古
品

取
得

」
、

「
３

.移
動

に
よ

る
受

入
れ

」
、「

４
.そ

の
他

」

　
ま

た
、「

４
.そ

の
他

」
に

該
当

す
る

資
産

に
つ

い
て

は
、
摘

要
欄

に
具

体
的

に
増

加

理
由

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
次

の
よ

う
な

該
当

資
産

が
あ

る
場

合
は

、

そ
の

旨
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
・

課
税

標
準

の
特

例
及

び
非

課
税

資
産

な
お

、こ
の

場
合

、
課

税
標

準
の

特
例

適

用
届

出
書

及
び

非
課

税
資

産
届

出
書

が
必

要
で

す
。
　

　
※

届
出

書
の

必
要

な
方

、
詳

し
く

お
知

り

に
な

り
た

い
方

は
、
係

ま
で

ご
連

絡
く

だ
さ

い
。

　
・

耐
用

年
数

の
変

更
及

び
申

告
も

れ
等

の

資
産

　
・

増
加

償
却

を
行

っ
て

い
る

資
産

　
 な

お
、こ

の
場

合
「

増
加

償
却

届
出

書
の

写
」が

必
要

で
す

。

　
当

該
資

産
の

取
得

価
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
な

お
、
「

取
得

価
額

」
は

、
償

却
資

産
を

取
得

す
る

た
め

に
通

常
支

出
す

べ
き

金
額

（
当

該
償

却
資

産
の

引
取

運
賃

、
荷

役
費

、
運

送
保

険
料

、
購

入
手

数
料

、
関

税
、

据
付

費
そ

の
他

当
該

償
却

資

産
を

事
業

の
用

に
供

す
る

た
め

に
直

接
要

し
た

費
用

を
含

む
）

を
い

い
ま

す
。

　
ま

た
、

法
人

税
法

及
び

所
得

税
法

の
規

定
に

よ
る

圧
縮

記
帳

に
つ

い
て

は
、

償
却

資
産

の
評

価
上

認

め
ら

れ
て

お
り

ま
せ

ん
の

で
、

当
該

圧
縮

額
を

含
め

た
実

際
の

取
得

価
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

８
 申

告
書

の
記

載
例

（
2
）
 種

 類
 別

 明
 細

 書
 の

 書
 き

 方
　

  （
　

増
　

加
　

資
　

産
　

・
　

全
　

資
　

産
　

用
　

）

　
氏

名
又

は
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

ま
た

、こ
の
「

種
類

別
明

細
書（

増
加

資
産

・
全

資
産

用
）
」
に

つ
い

て
、３

枚
の

う
ち

２
枚

目
と

い
う

よ
う

に
ペ

ー
ジ

数
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

文
字

は
数

字
を

使
用

し
、
右

詰
め

で
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
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同

封
の
「

償
却

前
年

度
の

資
産

一
覧

表
」を

参
考

に
し

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

シ
ス

テ
ム

の
変

更
に

よ
り

、
令

和
２

年
度

か
ら

番
号

は
変

更
に

な
っ

て
お

り
ま

す
の

で
、ご

注
意

く
だ

さ
い

。

　
前

年
中

に
減

少
し

た
資

産
の

数
量

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
な

お
、
減

少
区

分
「

２
.一

部
」
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
減

少
し

た
数

量
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
氏

名
又

は
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

ま
た

、こ
の
「

種
類

別
明

細
書
（

減
少

資
産

用
）
」
に

つ
い

て
、３

枚
の

う
ち

２
枚

目
と

い
う

よ
う

に
ペ

ー
ジ

数
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

　
同

封
の
「

償
却

資
産

申
告

書
」
の

右
上

と
同

様
の

所
有

者
コ

ー
ド

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
記

載
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

・
当

該
資

産
が

減
少

し
た

事
由

に
つ

い
て

 具
体

的
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
「

１
.売

却
」
→

売
却

先
の

所
在

地
等

　
「

２
.滅

失
」
→

滅
失

の
事

由
等

　
「

３
.移

動
」
→

受
け

入
先

所
在

地
等

　
「

４
.そ

の
他

」
→

減
少

の
事

由
等

・
前

年
度

申
告

漏
れ

の
減

少
資

産
に

つ

い
て

は
、
減

少
年

月
日

を
記

載
し

て
く

だ

さ
い

。

・
そ

の
他

、
当

該
資

産
が

減
少

し
た

こ
と

に

つ
い

て
、
必

要
な

事
項

を
記

載
し

て
く

だ

さ
い

。

　
前

年
中

に
減

少
し

た
資

産
の

取
得

価
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
な

お
、
減

少
区

分
「

２
.一

部
」に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
取

得
価

額
の

減
少

額
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

８
 申

告
書

の
記

載
例

（
3
）
 種

 類
 別

 明
 細

 書
 の

 書
 き

 方
　

  （
　

減
　

少
　

資
　

産
　

用
　

）

　
資

産
が

減
少

し
た

こ
と

に
つ

い
て

、

該
当

す
る

減
少

事
由

の
番

号
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

「
１

.売
却

」
、「

２
.滅

失
」
、「

３
.移

動
」
、

「
４

.そ
の

他
」

　
ま

た
、「

４
.そ

の
他

」
に

該
当

す
る

資

産
に

つ
い

て
は

、
摘

要
欄

に
具

体
的

に

減
少

理
由

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
ま

た
、「

１
.全

部
」「

２
.一

部
」
の

区

分
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

申
告

の
年

度
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
同

封
の
「

償
却

前
年

度
の

資
産

種
類

別
明

細
書

」
を

参
考

に
し

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
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・プレ印字された償却資産申告書（茨木市から
送付された住所・氏名・所有者コード等が印字
された申告書）


